
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案

要
綱

放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）

（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
期
日
は
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日
と
し
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
期
日
は
平
成
二
十
六
年
六
月
一
日
と
し
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
平
成
二
十
七
年
六
月
一

日
と
す
る
こ
と
。


